
Ⅰ．研究の目的

幼児期に，友だちと遊ぶ中で対人葛藤場面に直

面しない幼児はいないだろう。しかし，友だちと

の争いは必ずしも「否定的な」影響を及ぼすもの

ではなく，むしろ様々な社会的関係を学び，他者

の存在や意図を知ることにより自分の考えを主張

する方略を学習するという，社会性の発達におい

ては欠かすことのできない貴重な機会であると考

えられる（山本，１９９４）。対人葛藤を解決するた

めには，相手の意図や欲求を相手の言動より鋭敏

かつ正確に読みとり，それに対する自分の意志や

欲求を的確に主張しながら，自他双方の言い分を

調整する能力が必要になってくる。適切な行動の

基礎には，自我の発達，他者理解，自己統制，コ

ミュニケーションなどの諸能力が存在するのであ

る（朝生・木下・斉藤，１９８６）。しかし，幼児は

初めからこのような能力がついている訳ではな

い。幼児は保育所や幼稚園に入園し，初めて同年

齢の友だちや異年齢の友だちと関わる。その関わ

りの中で，幼児は対人葛藤を何度も経験する。葛

藤を繰り返すことで，幼児なりに解決方法を学

び，友だちと円滑に遊ぶ方法を身につけていくの

であり，対人葛藤の解決方法は年齢や発達により

異なってくると考えられる。しかし，これまでの

先行研究では同年齢間で生じる対人葛藤は多く取

り上げられているが，異年齢間の対人葛藤をも含

めた考察は少ない。そこで，本研究では，同年齢

間の関わりと異年齢間の関わりの間で，幼児がど

のように対人葛藤場面での解決方法を使い分けて

いるのか探ることを目的とする。

幼児の対人葛藤場面において，「謝罪－許容」

等の「スクリプト」が対人葛藤の解決方法として

使用されるという指摘がある。Abelson による

と，ある状況に直面したとき，その状況に類似し

た過去の状況が検索され，過去の状況で示した行
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動こそがその状況でとるべき行動であると判断さ

れる。同じような状況に直面する度に，このよう

な状況想起，行動の検索，行動の決定という流れ

が繰り返されると，その一連の流れはスクリプト

と同定される（中川，２００３）。すなわち，「『ごめ

んね』と言われたら『いいよ』と許す発言をする

ものだ」という一連のルーティンを一度経験すれ

ば，再び同じ状況に立った場合に，この「謝罪－

許容スクリプト」を使用することができるという

ことである。ここで，「謝罪スクリプト」とは，

「違反を犯したら謝らなければならない」という

見解に基づいて行われる謝罪であり，「許容スク

リプト」とは，「加害者から謝罪を受けたら被害

者は加害者を許さなければならない」というもの

である。幼児の葛藤場面でよく見られる「ごめん

ね」「いいよ」という一連のルーティンでは，「悪

いことをしたら謝らないといけない」という違反

事実，責任の受容のみに基づいて行われる謝罪が

存在する。しかし，「謝ったのにどうして許して

くれないの！」「許してくれないと先生に言う

よ」といった発言が幼児の対人葛藤場面で頻繁に

見られるのは，謝罪が許容を導くものであると幼

児が認識しているためであり，つまり，幼児の許

容には許容スクリプトが含まれている可能性があ

るのである（中川，２００３）。

しかし，このようなスクリプトは幼児期のうち

に他にも存在し，使用されているのではないか。

例えば幼児の遊びの場面で，「入ーれーて」「いー

いーよ」や「貸ーしーて」「いーいーよ」，「かー

わってー」「いーいーよ」などのルーティンがみ

られる。このうち，本研究では，儀礼的定型とし

て青井（２０００）が取り上げている「入れて」「い

いよ」の一連のルーティンを「仲間入りスクリプ

ト」として取り上げる。そして，対人葛藤場面で

みられる「謝罪－許容スクリプト」あるいは遊び

場面等での「仲間入りスクリプト」を同年齢・異

年齢の関係の中で幼児がどのように用いるのか，

幼児集団の年齢も踏まえつつ，観察事例に即して

考察したい。

Ⅱ．研究方法

対象児：Y 県内の X 幼稚園の園児（年少児・年

中児・年長児）を観察の対象とした。

日時：２０１１年５月上旬から７月上旬までの月曜日

（計５回），朝９時から１１時までの午前中の自

由遊びの時間に観察を行った。

場所：X 幼稚園の園庭（戸外）固定遊具，砂場（室

内）オープンスペース，ライブラリー。

観察方法：ビデオを用いて，対人葛藤場面が発生

した場面を中心に撮影した。観察者はなるべく

葛藤場面に介入せずに幼児間や幼児と保育者，

実習学生などとのやりとりを観察したが，危険

が伴う場合など，保育者として介入したほうが

妥当と判断した場面では介入を優先した。

分析方法：ビデオ再生によって，各対人葛藤場面

に関する音声記録を文字化した。同年齢間，異

年齢間ごとの事例を取り上げ考察していくこと

とした。

Ⅲ．結果・考察

本研究では，前述の調査で得られた事例を山本

（１９９４，１９９６）・中川（２００３）の指摘に照らしつ

つ考察していく。

以下の事例および考察では，男児を「X 男」，

女児を「Y 子」等と表記する。また，スクリプト

を使用している部分は太字にして明記している。

３－１ 年少児同士の対人葛藤場面

事例① 物の取り合い

A 子（年少児女児）は園庭の砂場に近い

ところで，片手にシャベルを持ちながら大声

で泣いている。

A 子：「２つのシャベルがない」

泣きながら何度も「２つのシャベルがな

い」と繰り返し言いながらトボトボ歩いてい

る。

観察者：「どうしたの？」

A 子：「だって２つのシャベルがないんだ

もん。」

観察者：「ないのか。１つしか持ってない

ね。」

B 男（年少児男児）：「S 君（年少児男児）

が取ったんだよ。」

A 子は２つシャベルを持っていたが，S 男

にシャベルを１つ取られてしまい S 男は逃
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げてしまったらしい。B 男は A 子と一緒に

遊んでいたためその様子を見ていたらしい。

観察者：「そうだったんだ。取りに行く？」

A 子：「わかんない。」

観察者と以上のセリフをしている間，A

子は B 男が砂を集め遊びだしたことが気に

なる様子でちらちら B 男を見ていた。その

うち，泣き止み走って B 男のところへ行く。

そして，シャベルを取られたことも忘れ，何

もなかったように B 男と一緒に山を作って

遊び始める。

【事例①の考察】年少児同士の間は，自分の欲

求が中心となって生じる所有問題（物の取り合

い）が争いの主な原因となる。また年少児は，す

ぐに争いが終結する対人葛藤状況では，まず衝動

的に泣いたり保育者に依存したりして問題に対応

すると考えられる（山本，１９９４）。事例①は，A

子が自分の持っていたシャベルを S 男に取られ

てしまい大声で泣いている場面である。こうした

場面は，まさしく年少児の対人葛藤場面で典型的

にみられるものである。ここでは，A 子は大声

で泣くと言う行為を通し，“S 男に取られたシャ

ベルを取り返して欲しい”と周囲の人に主張して

いたと考えられる。そのことを踏まえて観察者

は，A 子にシャベルを取り返しに行くことを提

案した。しかし，A 子は観察者の提案に対し「分

からない。」と答えた。その後の様子から，観察

者が提案した時はすでに A 子は B 男が作り始め

た砂山のほうに興味が向いていたと考えられる。

そのことから，先ほどの葛藤が，A 子にとって

すでに不明瞭なものとなっていたために，「分か

らない」という言葉が出たのだと考えられる。や

がて，A 子は，シャベルを取られたことを忘れ，

目の前で楽しそうに砂山を作っている B 男と一

緒に砂山を作り始めた。この A 子のように年少

児には，自分の欲求の赴くままに楽しそうと思っ

たり，興味を持ったりすることにはすぐに行動を

移してしまう傾向がみられ，発達的に感情が変化

しやすい時期であると言える。このことから対人

葛藤が発生した場合でも，問題解決が流れ解散の

ように終結することが多いと考えられる。

３－２ 年少児と年中児の間での対人葛藤場面

事例② 仲間入りスクリプト

K 男（年少児男児），S 子（年中児女児），

H 男（年中児男児）の３人で，園庭にある年

中児の胸くらいの大きさで組み立てて遊ぶこ

とのできるブロックを使い，家を作り始め

る。S 子と H 男は早速ブロックを運び組み

立て始める。K 男は，嬉しそうに「作って，

作って。」と言いながらクルクル回っている

が，その間に S 子が立てたブロックを倒し

てしまう。

S 子：「あー！倒しちゃだめ。」

S 子は倒されてしまったブロックを起こ

す。K 男は倒してしまったために，手伝おう

としたのかブロックを運び始める。しかし，

S 子：「そうじゃない。そうじゃない。それ

はおかってのドアだからこれはだめ。それは

閉まってあるからだめってこと。」

と言われ，持っていたブロックを取られて

しまう。だが，

K 男：「あ，アリがいた。小さいアリだ。僕

アリ触ったことあるよ。」

と違うものに興味を持ち，観察者に話しか

ける。一方，S 子と H 男は相談しながら家

を作っていく。

S 子：「ここがドアで，そこ物置。」

H 男：「ここが H のお家ね。」

K 男：「ここ K のお家だよ。」

H 男は K 男に自分の作ったお家を取られ

そうになり，困惑した表情をしている。そし

て K 男は H 男の作ったお家に入ろうとして

壁を押してしまう。

H 男：「え？何で？壊れる。壊れちゃうよ。

何するの？」

S 子：「何で押すの？S のヤツ。」

S 子のお家も繋がっていたために S 子のお

家も壊れそうになり，２人で K 男に向かい，

押すのをやめるように言う。すると K 男は，

K 男：「ここは K のお家だから。」

と，違う部屋に移動した。

S 子：「S おかってに行きたい。どっちか通

らして。」
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H 男：「いいよ。」

K 男：（自分の部屋の方へ招き入れるような

動作をしながら）「こっち通っていいよ。」

すると，

K 男：「あ！窓が倒れた。」

と K 男の部屋のブロックが倒れてしま

う。

S 子：「窓じゃない。ドアだって。」

H 男：「ねー，ドア～。ドアだってばー。」

H 男はドアだと主張しながら倒れたブロッ

クを起こそうとする。K 男もブロックを起こ

そうとして H 男と K 男はブロックを取り

合ってしまう。

S 子：「H くんはこっちからドア通って外に

出ればいいじゃん。」

S 子：「閉めといて。倒れちゃうから。」

S 子は，H 男と K 男に対して，ブロック

を起こして閉めるように言う。すると，A

男（年少児男児），R 男（年少児男児）がやっ

て来て勝手に３人が作った家に入ろうとす

る。

S 子：「だめだよ。急に勝手に入っちゃだめ

だよ。入りたいときは『入ーれーて』って言

わなきゃいけないんだよ。」

R 男・A 男：「入ーれーて。」

H 男・S 子・K 男：「いーいーよ。」

３人で声を合わせて言う。すると，

A 男：「『入ーれーて』って言わなきゃだ

め。」

と，隣にいた R 男に向かい S 子が言った

ことを真似して言うが，R 男は突然違う場所

へ走り出し逃げてしまう。しかし，A 男は

気にせずに家の中に入る。

A 男：「すごい。こんなの見たことない。」

A 男は次に S 子の部屋に入ろうとする。

S 子：「だめだよ。ここ S のお家だから。入

れてって言わなきゃだめ。」

A 男：「入ーれーて。」

S 子：「いーいーよ。」

H 男：「僕の部屋に来てもいいよ。」

A 男：「ここ電車？」

S 子：「電車じゃない。」

A 男：「これ何？」

S 子：「おかって（台所）の（料理を）作る

所だから座っちゃだめ。」

H 男：「台所だから座っちゃだめだよ。」

S 子と H 男は家の説明などを A 男にして

あげたりしながら，この後も家の中で鍵探し

をしながら遊んでいた。

【事例②の考察】事例②の前半では，年中児の

２人が年少児の K 男に何度か邪魔をされる場面

がみられるが，H 男と S 子は K 男を強く否定す

る場面は見られなかった。山本（１９９６）による

と，日頃大人から，「自分より年下の子どもには

やさしくしてあげなくてはいけない」という道徳

観を要求されている子どもたちであれば，年下の

子どものネガティブな行為を大目に見るという態

度につながるのである。そして，遊び仲間である

と認めている度合いが低ければ，相手がルール違

反したとしても，また，遊びに関する意見のズレ

が生じたとしても，相手の行動を肯定も否定もせ

ず，無視する可能性がある。このように事例②で

も，年中児は年少児がネガティブな行動をした

際，「やめて」「返して」などの言語的交渉を手段

とした自己の意志を相手に伝達する主張的解決を

するものの，年少児に対して叩く・蹴る・やり返

す・「バカー」などの悪口を言うなどの攻撃的報

復解決はしていないことからも「自分より年下の

子どもにはやさしくしてあげなくてはいけない」

という道徳観を内在化していると考えられる。

事例②の後半では，年少児２人が年中児の作っ

たブロックの家に勝手に入ろうとした際に，年中

児は年少児に対して，仲間に入れて欲しいときや

人が作った場所に入りたいときは，「入ーれー

て」「いーいーよ」の仲間入りスクリプトを使う

ことを規範として示し，年少児は真似をして「入

れて」と声をかける行動を同じ年少児に対して実

行している場面がみられた。年少児は，自分より

年上の幼児との遊びの中でこうした行動の規範を

学び，それを模倣していく中でスクリプトに内包

された社会的規範を習得すると考えられる。
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３－３ 年中児同士の対人葛藤場面

事例③ 役の取り合い 【女児同士】

N 子（年中児女児）と A 子（年中児女児）

は，１時間前から園庭にある木の家でずっと

家族ごっこをしていた。N 子（お姉ちゃん

役）と A 子（お母さん役）は仲が良くいつ

も一緒に遊んでいる。そこに S 子（年中児

女児）と Y 子（年中児女児）も加わること

になり役を決めていたが，A 子と S 子もお

母さん役をしたがったため，お母さん役の取

り合いになった。

A 子：「やだ，A ちゃんがお母さん。」

S 子：「S ちゃんがお母さん。」

A 子：「A ちゃんもお母さん。」

S 子は何か思い出したかのように，

S 子：「じゃあ，２人ともお母さんになろ

う。」

と，A 子に提案する。

A 子：「いいよー。」すると，ずっと話を聞

いていた N 子が

N 子：「（お母さんは一人だけじゃないと）

いけないんだよ。じゃあ，じゃんけんで勝っ

た人がお母さんね。」と，提案する。

S 子：「勝った人がお母さん？」

N 子：「そお，じゃんけん。」

すると，

A 子：「違うよ！」

と，A 子は納得いかない様子。一方，そ

れを聞いた N 子は少し戸惑った様子。

N 子：「もう学校行かなきゃ。じゃあ，学校

行こう。」

と，話を切り替えるように Y 子（妹役）

に話かける。

A 子：「じゃあ，（家族ごっこに）もーはい

らないで。」

と，N 子に向かって言う。

N 子：「え？いいよ。」（少し考えた後に，A

子に向かって）「じゃあごめんね。」

N 子：「Y ちゃん行こう。行ってきます。お

母さん。」

と家の中にいる A 子と S 子に向かって言

いながら N 子と Y 子は出て行ってしまう。

A 子：「だめだよ。仲良くしないといけな

いんだよ。そうそう。仲良くしないといけな

いんだ。」

と，S 子に向かって言う。すると，

A 子：「M ちゃん（１時間前に一緒に遊ん

でいた年中児女児。A 子・N 子とよく３人

で遊んでいるうちの１人），オープンスペー

ス（室内の広い空間）にいるかもしれない。」

と言い，観察者も一緒に行くよう誘い，M

子を探しにオープンスペースに向かった。

事例④ 物の取り合い 【男児同士】

Y 男，N 男，K 男，S 男（４児全て年中児

男児）は，オープンスペースにある，持ち運

びができ幼児が座れるほどの大きさのブロッ

クを組合せ，電車や車に見立てて遊んでい

る。

Y 男は電車を作り，ブロックを押しながら

遊んでいる。そこに N 男がやってきて，Y

男の進行を妨げた。

K 男と S 男は，Y 男と N 男とは少し離れ

た場所でそれぞれブロックを並べ，電車を

作って遊んでいる。ようやく Y 男は N 男か

ら離れ，Y 男は次にトラックを作って，押し

ながら遊んでいた。するとまた N 男が Y 男

のトラックの上にまたがり座ってしまう。し

かし，そのとき Y 男は笑顔を見せ，ブロッ

クを２つ積み重ねて，

Y 男：「いっぱい乗せちゃった。」

すると，Y 男が乗せたブロックを N 男が

足で蹴り落としてしまう。Y 男の表情は暗く

なってしまい，少し泣き顔に変わる。

Y 男：「降りて。せっかくトラック作ったの

に。」

と，N 男に対して言うが N 男は降りよう

としない。

Y 男：「だめー。降りて！だめー。ちょっと

降りて。」

Y 男：「もー動かないで。もー動かない

で。」

何度も N 男に対して降りるように言うが

N 男は降りようとする気配はない。
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Y 男：「せっかくトラック作ったのに。」

Y 男：「降りて，僕の車だから。」

Y 男：「ちょっと許して，ちょっとよして。

ねーちょっと，ねー。」すると，Y 男は N 男

の体を揺すりながら降りて欲しいことを繰り

返し伝える。そして，ついに Y 男は N 男を

前から強く押してしまう。

Y 男：「ちょっとだめー。ちょっと降り

て。」

N 男：「押しちゃだめだよ。」と，Y 男に言

う。Y 男は泣き顔になってしまう。

Y 男：「Y くんの車なんだから。降りて。動

かない。」と，N 男が乗っているブロックを

揺すりながら言う。

Y 男：「ちょっと降りて。」

観察者：「降りてって言っているよ。」

N 男：「やだ。」

観察者：「何で嫌なの？」と，問うと

N 男：「じゃあ，（他のブロックが）あるか

ら。あるから。」と，降りて違うブロックを

探しに行く。

Y 男はようやく N 男が降りてくれたの

で，すぐに笑顔になりトラックを押して遊び

始める。

その後，N 男と S 男がお家を作って遊ん

でいたところに Y 男も加わって遊んでい

た。

【事例③・④の考察】年中児間では，「物の取り

合い」と「ルール違反」「遊びに関する意見のず

れ」が対人葛藤場面の原因となる争いが多く生じ

ると指摘されている（山本，１９９４）。そこで，事

例③，④では「物の取り合い」と「ルール違反」

「遊びに関する意見のずれ」の対人葛藤場面を取

り上げた。事例③は，女児同士で役の取り合いを

している対人葛藤場面である。年中児は自己主張

をし，役を譲りたくないという気持ちがある反

面，自分達でこの問題を解決しようとする思いも

出てきており，「２人ともお母さんになろう」

「ジャンケンで決めよう」などという解決策を考

えることができるようになっていると考えられ

る。また，事例④は，男児同士の葛藤場面であ

る。自分が作っていたものを取られてしまった Y

男は，「降りて」「ぼくのだから」と相手に自己主

張することで解決しようとしていた。山本

（１９９４）によると，年中児では，自分の要求や意

志を，言語を媒介として相手に明確に伝達するこ

とができ，かつ言語的自己主張によって，相手の

行動に影響を及ぼすことが可能であることを認知

しているものと考えられている。Y 男もおそらく

言語的に相手に自分の要求を伝えたのだが，相手

はなおも Y 男のブロックを返してくれなかった

ために，押すという攻撃的行動により解決をしよ

うとしたのだと考えられる。最終的な解決とし

て，事例③の N 子が「Y ちゃん行こう」と Y 子

を誘ってその場を離れる行動や，事例④の N 男

が「違うブロックを探すからいい」と言い，回避

する行動を取った結果より，山本（１９９４）の考察

と同様に，対立状態から逃避・回避したり，相手

を無視するといった消極的な行動を用いることに

よって争いを終結させようとする年中児も多いこ

とが明らかとなった。

その理由の一つとして，次節でも取り上げる

が，年中児同士では自発的に「謝罪－許容スクリ

プト」を使いこなすことがまだ困難な段階にある

ため，ということが考えられないだろうか。例え

ば，事例③では，N 子が「ごめんね」と謝罪をし

たが，A 子は納得することが出来ずに「いいよ」

という許容をすることが出来なかった。そのため

に，N 子は気まずくなったのかその場から立ち去

るという行動を取ったのだと考えられる。また，

事例④では，N 男は謝罪をすることができなかっ

たために，「違うブロックを探すからいい」と回

避という解決方略を取ったのだと考えられる。

事例⑤ 謝罪－許容スクリプトに関する保育者の

介入

K 男（年中児男児）と S 子（年中児女児）

の２人は実習学生が回す長縄に入り跳ぶ遊び

をしている。H 男（年中児男児）は K 男と

S 子が楽しそうに長縄をする姿を，そこに入

りたい様子ですぐ近くに行き見ている。その

うち，H 男はいきなり走り出し，木の固定遊

具の上に座り，悲しそうな顔をしている。何

が起こったのか事情を聞くために，観察者は
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H 男に近づき話を聞いた。

観察者：「どうしたの？」

H 男：「・・・・。」

観察者：「何かあった？」

H 男：「・・・・。」

観察者：「H くん一緒に縄跳びしないの？」

H 男：「あっち行けって言われた。」

観察者：「あっちいけって言われちゃったの

か。」

K 男，S 男と実習学生は H 男のいる固定

遊具のところまでやってくる。

実習学生：「Kくんと Sちゃんがごめんねっ

て言ってるよ。」

K 男・S 子：「ごめんね。」

しかし，H 男は教室の方へ走り出してしま

う。そして実習学生は H 男を追いかけて教

室の方へ向かう。S 子は違う固定遊具に行き

遊び始めてしまう。観察者は K 男に何があっ

たのか事情を聞く。

観察者：「どうしたの？」

K 男：「ぼくが後ろに行ってって言っちゃっ

たから。」

観察者：「H くんは一緒に遊んでたの？」

K 男：「ううん。遊んでないよ。入ってきた

ときに言っちゃったの。」

観察者：「あ，入ってきたときに，後ろに

行ってって言っちゃったんだ。」

K 男：「うん・・・。」

観察者：「とっさに言っちゃったんだね。」

K 男：「うん・・・。」

観察者：「もう，縄跳びしないの？」

K 男：「うん。もーやめる。」

H 男はトイレに行っていたようで，実習学

生は出てくるのを待っていた。そして，トイ

レから出てきた H 男は靴をはいている。

実習学生：「K君と Sちゃんが『ごめん

ね』って言ってるよ。Hくん『いいよ』って

言ってあげなきゃ。」

H 男：「・・・・。」

実習学生：「ほら，K 君と S ちゃんのと

ころに行こう。」

そして，H 男の手を取り K 男と S 男のい

る固定遊具のところまで連れて行く。

K 男・S 子：「ごめんね。」

H 男：「いいよ。」

この後３人と実習学生は戦隊レンジャーに

なりきり，一緒に遊んでいた。

【事例⑤の考察】事例⑤は，年中児の対人葛藤

場面に対し，保育者（実習学生）が「謝罪－許容

スクリプト」に基づき介入行動をしている場面で

ある。年中児は対人葛藤場面が年少児，年長児に

比べて比較的多い。それは，ひとり遊びや並行遊

びから仲間との協同遊びへと移行し，質的に変化

す る こ と と 関 係 し て い る と い う 指 摘（山

本，１９９４）から，保育者が「謝罪－許容スクリプ

ト」を用いた介入行動をする機会が多くなると考

えられる。H 男は，K 男と S 子が楽しそうに長

縄跳びをしているのを見て自分も加わりたいと思

いたが，「入れて」という一言が言えずに，ある

いは「この場合は『入れて』と言う」というスク

リプトをもち合わせておらずに，ただただ近づく

だけであり，そのために K 男に危ないと思われ

「後ろに行って」と言われてしまい，対人葛藤場

面が生じてしまった。その後 K 男・S 子が H 男

に対し「ごめんね」と謝罪するが，H 男は何も言

わずに逃げ出してしまった。保育者（実習学生）

は H 男が落ち着くまで待ち，K 男と S 子に「『い

いよ』と言ってあげて」という許容スクリプトに

基づいた介入行動を行っている。その後 H 男は，

保育者（実習学生）の助言通りに K 男と S 子に

「いいよ」と言うことができていた。このことに

より，年中児の間でも「謝罪－許容スクリプト」

は暗黙のルールとして理解されることが分かる。

しかしながら，この事例で保育者（実習学生）が

介入し提案をして初めてスクリプトが用いられて

いることから，年中児の段階で，自発的に「謝罪

－許容スクリプト」を行うのは難しい場合も多い

と考えられた。

３－４ 年中児と年長児の間での対人葛藤場面

事例⑥ 消極的解決

K 男（年長児男児）と A 子（年長児女児）

はオープンスペースに置いてあるブロックを

組み合わせて家を作って遊んでいる。その近
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くで H 男と S 男（２児とも年中児男児）は，

戦隊レンジャーになりきってブロックの上に

乗ったり降りたりしながら遊んでいる。する

と，それが気になったのか，注意を促すよう

に

A 子：「２人ともこれ（ブロックを指で指

しながら）ごめんね。」

K 男：「僕達がお家作ってる・・。」

A 子：「あのね，赤組（年少児クラス）の

２人にはちょっと無理かな？」

H 男：「赤組じゃない。黄組（年中児クラ

ス）だよ。黄組だ。黄組のだよ。」

A 子：「黄組２人とも，私達が作っている

お家なんだけど，入れて欲しかったら手伝っ

て。」

A 子：「住みたかったらこういうの（ブロッ

ク）並べてくれる。」

H 男・S 男：「分かった。」

A 子：「これを（ブロックを運ぶこと）手

伝って，仲間に入れてもらいたかったら。」

H 男と S 男は「分かった」

と，言ったにもかかわらず，ブロックを運

ぼうとしなかった。

A 子：「じゃあ，あなた達２人は悪者をやっ

つけてきてね。悪者やっつけてね。」

A 子は，H 男と S 男が違う場所に行って

もらえるように悪者を倒すように指令を与え

た。しかし，H 男と S 男は２人の近くで走

り回っていた。

A 子：「手伝わないと入れてあげないよ。」

「悪者を倒して。それがお手伝いよ。」

しかし，H 男と S 男は２人で走り回り遊

んでいた。すると，観察者に向かって

A 子：「入れてあげるって言ったのに言う

こと聞かない。」

と，納得のいかない様子だった。その後，

A 子と K 男は H 男と S 男が近くに来ても気

に留めようとはせず，２人で家を作って遊ん

でいた。

【事例⑥の考察】観察を通じて，年中児と年長

児間で起こる対人葛藤を引き起こすきっかけは，

年中児と比べると年長児の方から対人葛藤のきっ

かけを引き起こしていることがやや多くみられた

印象がある。つまり，年中児は年長児に対して

「ルール違反」によって相手にネガティブな働き

かけを行うことが多く，年長児は年中児に対し

て，「ものの取り合い」や「ルール違反」，「遊び

に関する意見のズレ」を持ち出すことで対人葛藤

を引き起こす働きかけを多く行うのである（山

本，１９９６）。この事例⑥でも，年中児が年長児の

遊んでいる場面にやってきて，年中児は年長児の

気に留まるようなことをしていたにも関わらず

「これ，これごめんね」とまず気遣いつつ注意を

促していたことから，年長児の２人は「年下の子

には優しくするもの」という道徳観を内在化して

いると考えられる。また，年長児は一緒に遊べる

ように「手伝ったら入れてあげる」「入れて欲し

かったら手伝って」と，協調的解決をするために

年中児に提案を試みるのだが，年中児にその意図

は伝わらず自分達の遊びに熱中してしまう。その

ため，年長児は納得がいかず，それでも何度か年

中児に対して呼びかけるのだが，そのうちあきら

めたのか年中児が来ても無視するなどの消極的な

行動を用いていた。協調的に関わる行動を取らな

くなったのは，それによって年長児の２人が自分

達の家作りの遊びに再び没頭できるためであっ

た。

３－５ 年長児同士の対人葛藤場面

事例⑦ 対人葛藤場面でみられた幼児の謝罪－許

容のスクリプト

A 男（年長児男児）はオープンスペース

（室内の広い空間）で友だちと遊んでいた。

A 男の周りではブロックで遊んでいる年中

児がいた。そこへプールの着替えのため早め

に片付けをして教室に入ることを伝えに O

子（年長児女児）がやってきた。そのとき，

O 子は早く片づけをするように A 男の腕を

引っ張ってしまう。O 子は悪いことをしてし

まったと思い A 男に「ごめんね。」といった

が，A 男に許してもらえずに，O 子は泣い

てしまう。このとき，O 子が泣いていること

を誰かが O 子の友達に伝えたらしく，その

話を聞きつけた K 子（年長児女児），C 子

幼児の対人葛藤における問題解決方略について116



（年長児女児）がオープンスペースへやって

きた。このとき O 子は観察者の隣で泣いて

いる。

K 子：「O ちゃん泣いてるよ。」

と，K 子はオープンスペースの椅子の上に

立ち，右腕のひじを左手で触っている A 男

に向かい言う。

A 男：「おれも痛いんだよ。」

C 子：「（いいよって言わないん）だったら

先生に言うよ。」

A 男：「だって，だってだってさー，おれ

のおれの手をこうやったんだ（右手を引っ張

る動きをする）。」

K 子：「（A 男が）引っ張ったんでしょ。」

A 男：「引っ張ってないよ。おれずっと（ブ

ロックを）見てたけど，おれみてなかったん

だ（遊んでなかった）。そしたら O ちゃんが

グッてやったんだ。」

A 男は，自分はブロックを使っていなかっ

たのに，O 子に片付けるようにと手を引っ張

られた，という状況を説明しているらしい。

K 子：「でもさーOちゃんが『ごめんね』っ

て言ったんだから『いいよ』って言わなきゃ

いけない子なんだよ。」

A 男：「『ごめんね』って言ってないよ。」

A 男は，痛みに気をとられ，O 子の「ご

めんね」が聞こえてなかったらしい。

C 子：「O ちゃんもう行こう。」

K 子，C 子は O 子を連れて教室へ向い，

教室の前にいた先生に事情を話している様子

である。観察者は A 男に話を聞こうと近づ

くが，A 男は教室へ走って逃げてしまう。

その後，A 男は先生に呼ばれ，O 子と向か

い合って話をし，お互いが謝罪をして仲直り

をしたらしい。

【事例⑦の考察】他児の対人葛藤場面に介入す

る年長児の様子について取り上げた事例⑦から，

保育者が幼児の対人葛藤場面に介入する際に，

「謝罪－許容スクリプト」に基づいた介入行動を

示すだけでなく，幼児自身が他児の対人葛藤に介

入する際にも，謝罪－許容スクリプトに基づいた

介入行動を示すことが中川（２００３）同様に明らか

となった。

O 子が偶発的に引き起こしてしまった葛藤状況

であったために，O 子は A 男に「ごめんね」と

謝罪をしたのだが，A 男は「いいよ」と許容し

なかった。謝罪をしたのに許容してもらえなかっ

たことに対して O 子は泣いてしまう。このこと

から，O 子には「謝罪－許容スクリプト」が確立

しているために，「謝罪－許容スクリプト」が成

立しない事態に対して自分の認識と整合性が取れ

ずに泣いてしまったのだと考えられる。そして，

K 子と C 子が介入した後に判明した経緯から，K

子は A 男が「痛かった」ということを認めたう

えで，「でも，O 子が『ごめんね』って言ったん

だから『いいよ』って言わなきゃいけない子なん

だ よ。」と 言 っ て い る こ と か ら，Darby と

Schlenker のいう「謝罪をうけた被害者は加害者

を許さなければならない」という許容スクリプト

が K 子の中で確立していることを示している（中

川，２００３）。しかしながら，A 男にしてみれば，

O 子からの謝罪も聞こえておらず，加えてまた自

分自身が痛い思いをしているにもかかわらずに，

K 子や C 子に許容を迫られたのでは納得するこ

とはできなかったのであろう。以上から，年長児

では「謝罪－許容スクリプト」が，場面や状況を

判断しながら使用されていることが推察される。

つまり，年中児までは，保育者から提案してもら

いながら「謝罪－許容スクリプト」を使用してい

る場面が多く見られるが，年長児になると自分自

身で使用する場面を判断しながら謝罪－許容スク

リプトを使用することが多くなると考えられる。

Ⅳ．総合考察

本研究の目的は，幼児の対人葛藤場面におい

て，年齢によって問題解決方略にどのような違い

があるのか，またその中で，解決方略の一つであ

る「謝罪－許容スクリプト」を幼児がどの程度自

発的に使用しているのか，さらに幼児による「謝

罪－許容スクリプト」と「仲間入りスクリプト」

の使用しやすさについての差異を明らかにするこ

とにより，幼児の対人関係の発達プロセスを考察

することであった。

まず，年少児間の葛藤場面では，自分の感情を

言語化することが未熟であるため，泣いたり保育
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者に依存したりすることで問題を解決する様子が

みられた。しかし，年少児は自己中心的な認識お

よび行動を示すことが多く，保育者が介入した場

合でも問題を解決する前に興味の向く方へ行って

しまい，流れ解散のような終結になってしまう場

合が少なからずみられた。

次に，年中児間の葛藤場面では，すぐに保育者

の介入を求めることは少なく，自分達で問題を解

決しようとする行動が多くみられた。事例③でも

みられたように，「２人ともお母さんになろう」

と，相手のことや自分のことも考えられる提案を

したり，「ジャンケン」というように，平等に決

める解決方法を提案し解決しようとするなど，集

団生活において次第に双方が納得できるような問

題解決の方法を身につけていることが分かった。

また，年少児に比べ言語的に相手に自分の欲求を

伝えることが多くなり，相手を説得しようとする

傾向もみられた。しかしその一方で，自分の立場

が悪化したり，要求を叶えることが無理と判断し

たときには，逃避や回避などの消極的解決方略に

よる対応も行うことが分かった。

さらに年長児間の葛藤場面では，他児の感情ま

で考えられるようになり，周囲の友だちが対人葛

藤場面にある場合も謝罪－許容スクリプトを用い

て解決を図ろうとすることが分かった。

異年齢間の葛藤場面では，「年下の子には優し

くするもの」という道徳観が少なくとも年中児に

は獲得されていると考えられることから，年下の

子に対して攻撃的な解決の様子はみられず，「仲

間入りスクリプト」の方法を教えるなど，一緒に

遊べるような配慮がみられた。他方，年上の子

は，自分達の遊びを妨害されると感じた場合に

は，年下の子を無視するなどの消極的解決方略に

よる対応もとることが明らかとなった。

「仲間入りスクリプト」は，年中児が年少児に

教えていたことから，年中児の間には確立してい

ることが分かった。一方，「謝罪－許容スクリプ

ト」は，年中児では第三者が補助的に介入するこ

とにより使用することができていた。年中児で

は，整合性の取れた解決までには至らないもの

の，少なくとも「謝罪－許容スクリプト」を用い

ることにより解決できる，ということは理解して

いる場面がみられたために，中川（２００３）の指摘

同様に，「謝罪－許容スクリプト」は確立途中の

段階にあると言えるだろう。

なぜ「謝罪－許容スクリプト」は「仲間入りス

クリプト」より困難なのであろうか。一つには，

「謝罪－許容スクリプト」は，その対人葛藤場面

で起こった出来事をある程度時系列的に把握でき

ないと成立しないからであると考えられる。年少

児や年中児はまだ自己中心的に事象をとらえ反応

する側面があるために，自発的に「謝罪－許容ス

クリプト」を用いることは考えがたい。一方，「仲

間入りスクリプト」は，「謝罪－許容スクリプト」

に比べ，その場の状況認識が可能な範囲に応じて

使用することができるのだろう。以上のことか

ら，「仲間入りスクリプト」は比較的年中児・年

少児にも使用しやすい「スクリプト」であること

が「謝罪－許容スクリプト」との比較により分

かった。しかし，園生活では他にも多くの「スク

リプト」が使用されていると考えられる。今回

は，対人葛藤場面の事例の中で見られた「謝罪－

許容スクリプト」と「仲間入りスクリプト」との

比較にとどまったが，今後は対人葛藤場面におい

て幼児間で使用されている他の「スクリプト」に

ついても検討していきたい。

また，山本（１９９４，１９９６）や中川（２００３）でも

述べられているように，幼児にとって対人葛藤場

面での第三者（保育者）の影響は大きいことが本

研究でも明らかとなった。特に「スクリプト」を

成立させるためには，一度でも幼児自身がその場

を体験し，保育者の介入により「スクリプト」を

成立させる経験を通して学ぶことができるのでは

ないかと考えられる。

今回は，対人葛藤場面の事例が少なかったため

に，年齢ごと事例の数にバラつきがみられた。今

後は年齢ごとに十分な事例が収集できるよう，記

録の取り方などさらに工夫を要するだろう。ま

た，各「スクリプト」が幼児の中でどのように認

識され定着していくのか，そのプロセスについて

もさらに詳細な検討が必要であろう。
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